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○
金
融
庁
告
示
第

号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
又
は
地
域
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月

日

金
融
庁
長
官

中
島

淳
一

一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

二

英
国

三

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

四

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

五

ス
イ
ス

六

ド
イ
ツ

七

フ
ラ
ン
ス

八

香
港


